
 

信州外あそびネットワーク規約 

平成 25 年 4 月 1 日   制定 

平成 28 年 2 月 16 日  改正 

 

第 1章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、信州外あそびネットワークと称する。 

 

（事務所） 

第２条 本会の事務所を、株式会社 ON-WIPPS 内（〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城 829-129）に置く。 

 

（目的） 

第３条 本会は、自然体験活動・野外活動・環境教育活動に関わるイベントを企画運営し、主には長野県内の

事業者や関係者と協力・協働し、子ども達を含めたファミリーが外で遊ぶことを日常化するために、

その効果や魅力を全国に発信するための活動を、実行していく事を目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本会は、次に掲げる事業を行う。 

（１）ネットワークを活用し「信州外あそびフェスティバル」「信州外あそびミーティング」などの企画お

よび運営に関することを行う。 

（２）その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関することを行う。 

 

第２章 組織 

（役員） 

第５条 本会は、次に掲げる者を役員として構成する。 

    代表 １名 

    副代表 2名 

    監事 2 名 

   

 (役員の職務) 

第６条 代表は、本会を代表し、事業を総括する。 

２ 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 監事は、 本会の活動状況および会計、資産の状況を監査する。 

 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は 1年間とし、会計年度期間と統一するものとする。また、新年度においての再任を妨げ

ない。 

 

（事務局） 

第８条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 代表が事務局長を任命し、事務局長は事務局の運営を統括する 

３ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、役員が別に定める。 

 



第３章 会員  

（会員の種別） 

第９条 本会の会員は次の 3種とする。 

 （１）団体会員 本会の目的に賛同して入会した団体の会員 

 （２）個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人の会員 

 （３）賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した団体または個人の会員 

  

（入会） 

第１０条 本会に会員として入会しようとする者は、別に定める基準を満たした上、入会申込書を提出し、代

表の承認を得なければならない。 

 

（入会の基準） 

第１１条 入会には、本会の会員３名以上の推薦を必要とする。 

 

（会費） 

第１２条 会員は、別に定めるところにより会費を納入しなければならない。 

 

（会員の資格喪失） 

第１３条 会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。 

 （１）退会したとき。 

（２）死亡、または会員である団体が解散したとき。 

（３）１年以上会費を滞納したとき。 

 （４）除名されたとき。 

 

（退 会） 

第１４条 会員は、書面で届けることにより、任意に退会することができる。 

 

（除 名） 

第１５条 会員が次のいずれかに該当する場合には、役員の決するところにより除名することができる。 

この場合、その会員に対して、理由を付して除名する旨を通知し、決議の前に弁明の機会を与えなければなら

ない。 

 （１）本会の定款又は規則に違反したとき。 

 （２）本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（３）その他、正当な事由があるとき。 

２ 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。 

３ 資格を喪失しても、納付された会費及びその他の拠出金品は返還しない。 

 

第４章 会議 

（会議） 

第１６条 本会の会議は必要に応じて代表が召集し、代表もしくは事務局長がその議長となる。 

２ 会議における表決事項がある場合は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

第５章 会計 

（経費） 

第１７条 本会の経費は、事業収入、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 



２ その他の収入とは、企画イベントの参加費、助成金、委託金、補助金等とする。 

３ 決算上剰余金を生じた時には、次事業年度へ繰り越すものとする。 

 

（会計年度） 

第１８条 本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日に始まり、12 月 31 日で終わる。 

 

第６章 解散 

（解散） 

第１９条 本会は、概ね使命を達成したと役員が認定した際に解散する。 

 

（残余財産の帰属先） 

第２０条  本会が解散したとき（合併を除く）に残存する財産は、同種の目的を有する特定非営利活動法人、 

公益社団法人、公益財団法人または任意団体に寄付するものとする。地位の帰属先は、解散時の会議において 

出席した役員及び会員の過半数をもって決する。 

 

第７章 補則 

（委任） 

第２１条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員が別に定める。 

 

附 則 

１ この規約は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 本会の当初の役員は、以下の通りとする。 

代 表   田口 眞嗣（株式会社 ON-WIPPS 代表取締役） 

副代表   鈴木 道郎（キャンパーズヴィレッジ自然学校 代表） 

田村 恵子（トゥモロウ・リーディング・倶楽部） 

監 事   松沢 正仁（有限会社白馬ヤマトヤ 代表取締役） 

      瑞慶覧 明子（NPO 法人やまぼうし自然学校 副代表理事） 

 

以上 

 


